
令和４年台風第 15 号に伴う災害で被災した 

世帯の学生の皆さんへ 

 

 

令和４年台風第 15 号に伴う被害にあわれた方々には、心よりお見舞い申し上げま

す。 

 標題にありますとおり、台風による被害に伴い、次の対応をおこないますのでお知ら

せします。 

つきましては、台風による災害で被災した災害救助法適用地域の世帯の学生で、 

１．今後の修学が経済的理由により困難になった方は、教育・学生支援部奨学厚生課奨

学チーム・授業料等免除チームにご相談ください。 

２．今後の修学が経済的理由により困難になり、国際学生宿舎への入居を希望する方は、

教育・学生支援部奨学厚生課厚生チームにご相談ください。 

 

なお、総合文化研究科、数理科学研究科、教養学部の学生については、教養学部等学

生支援課奨学資金チームおよび厚生チームへお問い合わせください。 

 

〇教育・学生支援部 奨学厚生課 奨学チーム・授業料等免除チーム 

 syougaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

電話：03-5841-2520、2548 

〇教育・学生支援部 奨学厚生課 厚生チーム 

 kousei.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

 電話：03-5841-2546 

〇教養学部等 学生支援課 奨学資金チーム 

 s-shikin.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

 電話：03-5454-6076、6075 

〇教養学部等 学生支援課 厚生チーム 

 kousei-team.c@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

 電話：03-5454-6077、6078 

 

令和４年９月 27日 

 

教育・学生支援部 奨学厚生課 
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令和４年台風第15号に伴う災害にかかる災害救助法適用地域の世帯の学生・生徒に対する 
給付奨学金家計急変採用及び貸与奨学金緊急採用・応急採用の取扱いについて（通知） 

 

このたび下記のとおり災害救助法適用地域及び適用日が定められました。 

ついては、当該の災害により家計が急変し、奨学金を希望する者について、給付奨学金の家計急変採用、及び貸

与奨学金の緊急・応急採用の推薦を受け付けますので、学生・生徒に周知していただき、遺漏のないようお取り計

らい願います。なお、災害救助法適用地域の追加については、事務連絡メール及び学校担当者用ホームページでお

知らせします。 

記 

1 災害救助法適用地域及び適用日 

災害救助法適用地域 災害救助法適用日 

23市町（静岡県） ９月23日 

※ 適用地域の詳細については、本機構ホームページ（１年以内の災害救助法適用地域）をご確認ください。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/chiiki/genzai.html 

※ 上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生等並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生等についても、 

適用地域に準じて取り扱います。 

2 給付奨学金 家計急変採用 

家計急変の事由及び証明書類 

家計急変の事由 証明書類 

Ｄ：生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当   

① 家計急変の事由Ａ～Ｃ（「給付奨学金案内－家計急変－」等を参照）のいずれかに

該当 

② 被災により、生計維持者の一方（又は両方）が生死不明、行方不明、就労困難など

世帯収入を大きく減少させる事由が発生 

・罹災証明書 

※ 本奨学金は、国・地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校の学生・生徒が対象となります。 

※ 推薦の取扱いは、「給付奨学金（新制度）奨学事務の手引（2022年度用）（第3-3章）」を参照願います。 

3 貸与奨学金 緊急採用・応急採用 

（1）貸与始期及び貸与終期 

奨学金の種類 貸 与 始 期 貸 与 終 期 

緊急採用（第一種奨学金） 2022年9月以降で申込者が希望する月 2023年3月 （注） 

応急採用（第二種奨学金） 2022年4月以降で申込者が希望する月 修業年限の終了月まで 

（注）2023年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、2023年1月10日（火）までに「緊急採用（第一種）奨
学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末（2024年3月）まで貸与を継続します。 
また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。 

（2）学校から機構への提出書類 

罹災（被災）証明書（被害状況・被害金額を記した学校長の副申書（様式自由）も可） 

※ 推薦の取扱いは、「貸与奨学金奨学事務の手引（2022年度用）（第3-3章）」を参照願います。 

4 ＪＡＳＳＯ災害支援金 

学生・生徒又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受けた方、また、自治体か

らの避難勧告等が１か月以上続いた方からの「JASSO災害支援金」の申請を受け付けます。詳細は機構ホームペ

ージでご確認ください。 
https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html 

以上 

各 殿 


